
(1) 行政処分又は命令の年月日 令和3年3月10日

(2)
事業者の氏名又は名称及び主たる
事務所の位置

株式会社三石運輸　代表者平良勝哉
(法人番号2360001023482)
沖縄県宮古島市平良字西里864番地1

(3)
当該行政処分又は命令に係る営業所の名
称及び位置

本社営業所
沖縄県宮古島市平良字西里864番地1

(4) 行政処分又は命令の内容 輸送施設の停止（20日車）、文書警告

(5) 主な違反条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第2号

(6) 監査実施の端緒及び違反行為の概要

令和3年1月29日、適性化実施機関が行った巡回指導の評価結果を勘案し、監
査実施。3件の違反が認められた。
(1)日常点検の未実施（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)
第3条の2）
(2)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項～第3項)
(3)運転者に対する指導及び監督違反（安全規則第10条第1項）

(7)
当該行政処分により当該営業所に付され
た違反点数及び事業者の累積点数

（事　業　者）　2点
（当該営業所）　2点

(1) 行政処分又は命令の年月日 令和3年3月11日

(2)
事業者の氏名又は名称及び主たる
事務所の位置

株式会社南日本警備保障　代表者島袋哲安
(法人番号1360001007412)
沖縄県沖縄市大里1-19-39

(3)
当該行政処分又は命令に係る営業所の名
称及び位置

本社営業所
沖縄県沖縄市大里1-19-39

(4) 行政処分又は命令の内容 輸送施設の停止(60日車）、文書警告

(5) 主な違反条項 道路運送法17条第4項

(6) 監査実施の端緒及び違反行為の概要

令和2年12月22日、適性化実施機関が行った巡回指導の評価結果を勘案し、
監査実施。4件の違反が認められた。
(1)定期点検整備等の未実施（貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全
規則」)第3条の2）
(2)点呼の実施違反(安全規則第7条第1項～第3項)
(3)点呼記録の記載事項等の不備(安全規則第7条第5項)
(4)点呼記録の不実記載(安全規則第7条第5項)

(7)
当該行政処分により当該営業所に付され
た違反点数及び事業者の累積点数

（事　業　者）　6点
（当該営業所）　6点

【貨物】行政処分状況（令和3年3月分）

トラック

トラック



(1) 行政処分又は命令の年月日 令和3年3月17日

(2)
事業者の氏名又は名称及び主たる
事務所の位置

株式会社サンレー　代表者佐久間康弘
(法人番号7360001014378)
沖縄県那覇市壺川三丁目1-7

(3)
当該行政処分又は命令に係る営業所の名
称及び位置

中央紫雲閣
沖縄県浦添市前田2丁目1871-1

(4) 行政処分又は命令の内容 輸送施設の停止(20日車）、文書警告

(5) 主な違反条項 貨物自動車運送事業法第9条第1項

(6) 監査実施の端緒及び違反行為の概要

令和2年11月30日、適性化実施機関が行った巡回指導の評価結果を勘案し監
査実施。4件の違反が認められた。(1)自動車車庫の位置及び収容能力違反(貨
物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務員の休憩・睡眠施設
の位置及び収容能力違反(貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第5
号)、(3)点呼の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)
第7条第1項～第3項)、(4)初任運転者に対する運転適性診断受診義務違反(安
全規則第10条第2項)

(7)
当該行政処分により当該営業所に付され
た違反点数及び事業者の累積点数

（事　業　者）　2点
（当該営業所）　2点

(1) 行政処分又は命令の年月日 令和3年3月29日

(2)
事業者の氏名又は名称及び主たる
事務所の位置

有限会社ＡＰセンター 代表者比嘉正利
（法人番号6360002008512）
沖縄県那覇市小禄2-8-11

(3)
当該行政処分又は命令に係る営業所の名
称及び位置

本社営業所
沖縄県那覇市小禄2-8-11

(4) 行政処分又は命令の内容 輸送施設の停止(10日車）、文書警告

(5) 主な違反条項 貨物自動車運送事業法第17条第1項第1号

(6) 監査実施の端緒及び違反行為の概要

令和2年11月13日、18日、適正化実施期間が行った巡回指導の評価結果を勘
案し監査実施。4件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安
全規則」）第3条第4項）
(2)定期点検整備等の未実施（安全規則第3条の2）
(3)運転者台帳の記載事項等の不備(安全規則第9条の5第1項）
(4)運転者に対する指導及び監督違反（安全規則第10条第1項）

(7)
当該行政処分により当該営業所に付され
た違反点数及び事業者の累積点数

（事　業　者）　1点
（当該営業所）　1点

トラック

【貨物】行政処分状況（令和3年3月分）
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